
島根県介護員養成研修事業実施要綱 

１．趣旨 

この要綱は、介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「施行令」と

いう。）第３条第１項第１号の規定に基づく島根県（以下「県」という。）又は県が

指定する事業者が行う介護員養成研修（以下「研修」という。）について、施行令、

介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）、介護保険法施行規則第２２

条の２３第２項に規定する厚生労働大臣が定める基準（平成１８年３月３１日厚生

労働省告示第２１９号）及び介護員養成研修の取扱細則について（介護職員初任者

研修・生活援助従事者研修関係）（平成２４年３月２８日老振発０３２８第９号厚

生労働省老健局振興課長通知。以下、「取扱細則」という。）に定めるもののほか、

必要な事項について定める。 

２．実施主体 

この事業の実施主体は、県又は県が指定する事業者とする。 

３．研修の内容 

研修は介護職員初任者研修課程及び生活援助従事者研修課程とする。 

（１）目的 

ア 介護職員初任者研修課程 

介護の業務に従事する者が、業務を遂行する上で最低限の知識、技術とそれを 

実践する際の考え方のプロセスを身につけ、基本的な介護業務を行えるようにす 

ることを目的として行われるものとする。 

  イ 生活援助従事者研修課程 

    生活援助従事者研修は、生活援助中心型のサービスに従事する者の裾野を広げ 

るとともに、担い手の質を確保できるようにするため、生活援助中心型のサービ 

スに従事する者に必要な知識等を習得することを目的として行われるものとす 

る。 

 （２）受講対象者 

  ア 介護職員初任者研修課程 

    訪問介護事業に従事しようとする者若しくは在宅、施設を問わず介護の業務に 

従事しようとする者とする。 

  イ 生活援助従事者研修課程 

    生活援助中心型のサービスに従事しようとする者とする。 

 （３）研修科目及び研修時間数 

    別紙１、別紙２のとおりとする。 

 （４）研修の目標、評価及び内容 

    別紙３のとおりとする。 

＜改正後全文＞ 

1



４．修業年限 

各課程の修了認定のための修業年限は次のとおりとする。 

 （１）介護職員初任者研修課程 

原則として８か月以内に修了することとする。ただし、やむを得ない場合につ 

いては、１年６か月の範囲内で修了することとして差し支えないものとする。 

 （２）生活援助従事者研修課程 

    原則として４か月以内に修了することとする。ただし、やむを得ない場合につ

いては、８か月の範囲内で修了することとして差し支えないものとする。 

５．研修の方法 

 （１）研修は、講義及び演習により行い、講義と演習を一体的に行うものとする。 

また、効果的な研修を行うため必要があると考えられる場合には、実習を行う

ことができる。ただし、生活援助従事者研修課程においては、「９．こころとから

だのしくみと生活支援技術」において移動・移乗に関連した実習を２時間実施す

ること。なお、実習施設は別紙４を参考に、適切な施設を利用すること。 

 （２）研修は、通信の方法によって実施できるものとし、通信学習の取り扱いについ

ては別紙５－１のとおりとする。各項目ごとの通信学習の上限は別紙５－２のと

おりとする。この場合においては、添削・面接指導及び評価を適切な教材及び適

切と認める方法により行わなければならない。 

６．科目の免除 

  次に掲げる者が研修を受講する場合、研修科目の一部を免除することができるもの

とする。 

 （１）介護職員初任者研修課程 

ア １年以上の介護等の実務経験を有する者（介護等の業務に従事した期間が通算

365 日以上であり、かつ、現に就労した日数を通算して計算するものとし、当該

通算日数が 180 日以上である場合の者）は、実習を免除することができる。 

  イ 生活援助従事者研修を修了している者は、取扱細則別添 2で示す科目の読み替

えに従い、研修科目の一部を免除することができるものとする。 

ウ 入門的研修を修了している者は、取扱細則別添 2で示す科目の読み替えに従い、

研修科目の一部を免除することができるものとする。 

エ 認知症介護基礎研修を修了している者は、取扱細則別添 2で示す科目の読み替

えに従い、研修科目の一部を免除することができるものとする。 

オ 訪問介護に関する三級課程を修了している者は、取扱細則別添 2で示す科目の

読み替えに従い、研修科目の一部を免除することができるものとする。 

 （２）生活援助従事者研修課程 

ア １年以上の介護等の実務経験を有する者（介護等の業務に従事した期間が通算

365 日以上であり、かつ、現に就労した日数を通算して計算するものとし、当該
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通算日数が 180 日以上である場合の者）は、実習を免除することができる。 

  イ 入門的研修を修了している者は、取扱細則別添 7 で示す科目の読み替えに従

い、研修科目の一部を免除することができるものとする。 

ウ 認知症介護基礎研修を修了している者は、取扱細則別添 7で示す科目の読み替

えに従い、研修科目の一部を免除することができるものとする。 

エ 訪問介護に関する三級課程を修了している者は、取扱細則別添 7で示す科目の

読み替えに従い、研修科目の一部を免除することができるものとする。 

７．情報の公表 

  実施主体は、事業者の質の比較、受講者等による事業者の選択等が行われる環境

を整備し、もって研修の質の確保・向上に努めるため、別紙６「研修機関が公表すべ

き情報の内訳」に掲げる教育体制（講師、設備等）、教育内容（シラバス、演習手法、

教材等）、実績情報、受講者や事業者（研修修了者の雇用者）からの評価等の情報項

目を自らのホームページ上などにおいて公表しなければならない。 

８．修了の認定 

各科目及び全科目の修了の認定は別紙７によることとする。 

実施主体は、介護技術の習得が認定され、かつ全科目を履修した者に対して筆記

試験を行い、修了の認定を行った者に対して、修了証明書を交付するものとする。 

なお、筆記試験の時間は次のとおりとすること。 

 （１）介護職員初任者研修課程 １時間以上 

 （２）生活援助従事者研修課程 ０．５時間以上 

９．名簿の管理 

 （１）実施主体は、修了証明書を交付する者の修了証明書番号、修了年月日、氏名、

生年月日等を記載した交付名簿、その他必要書類を適正に管理するとともに知事

に提出するものとする。 

 （２）知事は、実施主体から提出された名簿を適正に管理するものとする。 

10．研修の教材 

   研修の教材は、別紙３「介護員養成研修における目標、評価の指針」及び「各項

目の到達目標、評価、内容」に定める内容を網羅し、研修課程を適切に実施する上

で適当なものを使用するものとする。 

11．事業者の指定 

   知事は、施行令第３条第２項の規定に基づき、事業者の指定を行うこととする。 

  なお、指定について必要な事項は別に定める。 
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12．島根県介護員養成研修の修了者とみなす場合 

（１）次に掲げる者は、介護職員初任者研修課程の修了者とみなす。 

 ア 平成２５年４月１日改正前の介護保険法施行規則第２２条の２３に規定する

介護職員基礎研修課程、訪問介護員養成研修１級課程及び訪問介護員養成研修２

級課程修了者 

 イ 看護師、准看護師又は保健師の資格を有する者 

 ウ 実務者研修修了者 

 エ 「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」（平成

１８年９月２９日厚生労働省告示第５３８号）第２号から第１５号までに掲げる

研修（以下「居宅介護職員初任者研修等」という。）の課程を修了した旨の証明

書の交付を受けた者 

（２）次に掲げる者は、生活援助従事者研修課程の修了者とみなす。 

 ア 前項の各号に定める者 

 イ 介護職員初任者研修修了者 

13．研修実施上の留意事項 

（１）実施主体は、研修事業の実施にあたり、安全の確保、事故の防止等について、

必要な措置を講じること。 

（２）実施主体は、知り得た受講者等に係る個人情報をみだりに他人に知らせ、又は

不当な目的に使用してはならない。また、受講者から、本人に係る個人情報の内

容の開示請求があったときは、その機会を提供するよう努めること。 

（３）実施主体は、実習にあたっては、実習施設等の利用者の健康、安全及び人権に

最大限の配慮を行うとともに、受講者が実習等において知り得た個人情報をみだ

りに他人に知らせ、又は不当な目的に使用することのないよう、必要な措置を講

じること。 

14．その他 

   この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別途知事が定める。 

附 則 

 （１）この要綱は、令和元年９月１８日から施行する。 

 （２）「島根県介護職員初任者研修事業実施要綱」は、令和元年９月１７日をもって

廃止する。ただし、令和元年９月１７日までに指定を受けた研修事業については、

なお従前の例による。 
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別紙１ 

介護員養成研修のカリキュラムの取扱い

第１ 介護職員初任者研修課程 

１ 各科目とそれぞれの研修時間数は、「介護職員初任者研修科目及び研修時間」（別紙２－１）に

よる。 

２ 講義及び演習の内容は、「介護員養成研修における目標、評価の指針」（別紙３）をふまえたも

のであること。 

３ 研修を行う順序は「１ 職務の理解」を最初に行い、「10 振り返り」を最後に行うこと。 

  なお、「９ こころとからだのしくみと生活支援技術」については、「ア 基本知識の学習」、

「イ 生活支援技術の講義・演習」、「ウ 生活支援技術演習」の順に行うこと。 

４ 通学形式の場合は講義と演習を一体的に実施し、通信形式の場合は面接指導による講義と演習

を一体的に実施することとする。「一体的に実施する」とは、項目全体において講義と演習が一体

的に実施されていればよく、科目ごとに一体的に実施が担保されている必要はない。ただし、「９ 

こころとからだのしくみと生活支援技術」における「（６）整容に関連したこころとからだのしく

みと自立に向けた介護」から「（11）睡眠に関したこころとからだのしくみと自立に向けた介護」、

「（13）介護過程の基礎的理解」及び「（14）総合生活支援技術演習」については、各科目ごと一

体的に実施すること。 

５ 研修時間数は、各科目に定める時間数以上とする。各項目の科目ごとの研修時間数については、

事業者が適切に定めるものとする。 

６ 「９ こころとからだのしくみと生活支援技術」における時間数の内訳は、「ア 基本知識の学

習」を１０～１３時間程度、「イ 生活支援技術の講義・演習」を５０～５５時間程度、「ウ 生

活支援技術演習」を１０～１２時間程度とし、合計で７５時間以上行うこと。 

７ 演習は、小グループでの討論、事例などに基づく討議、ロールプレイ、調べ学習、実技演習、

振り返りなど、創意工夫して行うこと。 

８ 介護員として活動する上で必要と認められる科目を追加することができる。  

９ 研修日誌（参考様式１）を整備し、研修の進行管理を日々的確に行い、実施状況を明らかにす

る。 

10 研修を円滑に推進するため、開講式（オリエンテーション）を実施し、研修日程表（参考様式

２）にも明記すること。 

11 受講者の出席簿を整備し、各受講者のカリキュラム履修状況を日々的確に管理する。 

12 研修のカリキュラム（参考様式３）は、公開するものであることに十分留意して作成すること。 

第２ 生活援助従事者研修課程 

１ 各科目とそれぞれの研修時間数は、「生活援助従事者研修科目及び研修時間」（別紙２－２）に

よる。 

２ 講義及び演習の内容は、「介護員養成研修における目標、評価の指針」（別紙３）をふまえたも

のであること。 

３ 研修を行う順序は「１ 職務の理解」を最初に行い、「９ 振り返り」を最後に行うこと。 

  なお、「８ こころとからだのしくみと生活支援技術」については、「ア 基本知識の学習」、

「イ 生活支援技術の講義・演習」、「ウ 生活支援技術演習」の順に行うこと。 

４ 通学形式の場合は講義と演習を一体的に実施し、通信形式の場合は面接指導による講義と演習

を一体的に実施することとする。「一体的に実施する」とは、項目全体において講義と演習が一体

的に実施されていればよく、科目ごとに一体的に実施が担保されている必要はない。 

５ 研修時間数は、各科目に定める時間数以上とする。各項目の科目ごとの研修時間数については、

事業者が適切に定めるものとする。 
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６ 演習は、小グループでの討論、事例などに基づく討議、ロールプレイ、調べ学習、実技演習、

振り返りなど、創意工夫して行うこと。 

７ 介護員として活動する上で必要と認められる科目を追加することができる。  

８ 研修日誌（参考様式１）を整備し、研修の進行管理を日々的確に行い、実施状況を明らかにす

る。 

９ 研修を円滑に推進するため、開講式（オリエンテーション）を実施し、研修日程表（参考様式

２）にも明記すること。 

10 受講者の出席簿を整備し、各受講者のカリキュラム履修状況を日々的確に管理する。 

11 研修のカリキュラム（参考様式３）は、公開するものであることに十分留意して作成すること。 
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別紙２－１ 事業所名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

合計　１３０時間

項　　　目

（１）人権と尊厳を支える介護

（２）自立に向けた介護

（１）介護職の役割、専門性と多職種との連携

（２）介護職の職業倫理

（３）介護における安全の確保とリスクマネジメント

（４）介護職の安全

（１）介護保険制度

（２）障害者総合支援制度及びその他の制度

（３）医療との連携とリハビリテーション

（１）介護におけるコミュニケーション

（２）介護におけるチームのコミュニケーション

（１）老化に伴うこころとからだの変化と日常

（２）高齢者と健康

（１）認知症を取り巻く状況

（２）医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理

（３）認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活

（４）家族への支援

（１）障害の基礎的理解

（３）家族の心理、かかわり支援の理解

（１）介護の基本的な考え方

（２）介護に関するこころのしくみの基礎的理解

（３）介護に関するからだのしくみの基礎的理解

（４）生活と家事

（５）快適な移住環境整備と介護

（６）整容に関連したこころとからだのしくみと
　　　自立に向けた介護

（７）移動・移乗に関連したこころとからだのし
　　　くみと自立に向けた介護

（８）食事に関連したこころとからだのしくみと
　　　自立に向けた介護

（９）入浴、清潔保持に関連したこころとからだ
　　　のしくみと自立に向けた介護

（10）排泄に関連したこころとからだのしくみと
　　　自立に向けた介護

（11）睡眠に関したこころとからだのしくみと自
　　　立に向けた介護

（12）死にゆく人に関したこころとからだのしく
　　　みと終末期介護

（13）介護課程の基礎的理解

（14）総合生活支援技術演習

（１）振り返り

（２）就業への備えと研修修了後における継続的な研修

２

介護における尊厳の保
持・自立支援
　　　　　（９時間）

科　　　目

１ 職務の理解（６時間）
（１）多様なサービスの理解

（２）介護職の仕事内容や働く現場の理解

７
認知症の理解
　　　　　（６時間）

８ 障害の理解（３時間）

３ 介護の基本（６時間）

４

介護・福祉サービスの理
解と医療との連携
　　　　　（９時間）

５

介護におけるコミュニ
ケーション技術
　　　　　（６時間）

介護職員初任者研修科目及び研修時間数

※４　「１．職務の理解」及び「10．振り返り」において、施設の見学等の実習を活用するほか、
　　　効果的な研修を行うため必要があると考えられる場合には、他のカリキュラムにおいても施
　　　設の見学等の実習を活用することも可能。

※５　各カリキュラム内の時間配分については、内容に偏りがないように、十分留意すること。

※１　講義と演習を一体的に実施すること。

※２　「９．こころとからだのしくみと生活支援技術」には、介護に必要な基礎的知識の確認と、
　　　生活支援技術の習得状況の確認を含む。

※３　上記とは別に、筆記試験による修了評価（１時間程度）を実施すること。

10 振り返り（４時間）

（２）障害の医学的側面、生活障害、心理・行動の特徴、かかわり支
      援等の基礎的理解

９

こころとからだのしくみ
と生活支援技術
　　　　（７５時間）

ア.基本知識の学習
(10～13時間程度)

イ.生活支援技術の講
義・演習
(50～55時間程度)

ウ.生活支援技術演習
(10～12時間程度)

６ 老化の理解（６時間）
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別紙２－２ 事業所名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

合計　５９時間

項　　　目

（１）人権と尊厳を支える介護

（２）自立に向けた介護

（１）介護職の役割、専門性と多職種との連携

（２）介護職の職業倫理

（３）介護における安全の確保とリスクマネジメント

（４）介護職の安全

（１）介護保険制度

（２）医療との連携とリハビリテーション

（３）障害福祉制度及びその他制度

（１）介護におけるコミュニケーション

（２）介護におけるチームのコミュニケーション

（１）老化に伴うこころとからだの変化と日常

（２）高齢者と健康

（３）認知症を取り巻く状況

（４）医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理

（５）認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活

（６）家族への支援

（１）障害の基礎的理解

（３）家族の心理、かかわり支援の理解

（１）介護の基本的な考え方

（２）介護に関するこころのしくみの基礎的理解

（３）介護に関するからだのしくみの基礎的理解

（４）生活と家事

（５）快適な移住環境整備と介護

（６）移動・移乗に関連したこころとからだのし
　　　くみと自立に向けた介護

（７）食事に関連したこころとからだのしくみと
　　　自立に向けた介護

（８）睡眠に関したこころとからだのしくみと自
　　　立に向けた介護

（９）死にゆく人に関したこころとからだのしく
　　　みと終末期介護

ウ.生活支援技術演習 （13）介護過程の基礎的理解

（１）振り返り

（２）就業への備えと研修修了後における継続的な研修

生活援助従事者研修科目及び研修時間

※４　「１．職務の理解」及び「10．振り返り」においては施設の見学等の実習を、「８．こころ
　　　とからだのしくみと生活支援技術」においては移動・移乗に関連した実習を活用するほか、
　　　効果的な研修を行うため必要があると考えられる場合には、他のカリキュラムにおいても施
　　　設の見学等の実習を活用することも可能。

※５　各カリキュラム内の時間配分については、内容に偏りがないように、十分留意すること。

※１　講義と演習を一体的に実施すること。

※２　「８．こころとからだのしくみと生活支援技術」においては、移動・移乗に関連した実習を
　　　２時間実施すること。また、「１．職務の理解」及び「１０．振り返り」においては施設の
　　　見学等の実習を活用するほか、効果的な研修を行うため必要があると考えられる場合には、
　　　他のカリキュラムにおいても施設の見学等の実習を活用することも可能。

※３　上記とは別に、筆記試験による修了評価（０．５時間程度）を実施すること。

９ 振り返り（２時間）

（２）障害の医学的側面、生活障害、心理・行動の特徴、かかわり支
      援等の基礎的理解

８

こころとからだのしくみ
と生活支援技術
　　　　（２４時間）

ア.基本知識の学習

イ.生活支援技術の学習

７ 障害の理解（３時間）

３

６
老化と認知症の理解
　　　　　（９時間）

２

介護における尊厳の保
持・自立支援
　　　　　（６時間）

科　　　目

１ 職務の理解（２時間）
（１）多様なサービスの理解

（２）介護職の仕事内容や働く現場の理解

介護の基本（４時間）

４

介護・福祉サービスの理
解と医療との連携
　　　　　（３時間）

５

介護におけるコミュニ
ケーション技術
　　　　　（６時間）
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別紙３ 

介護員養成研修における目標、評価の指針 

第１ 介護職員初任者研修課程 

１ 各科目の到達目標、評価 

（１）介護職員初任者研修を通した到達目標 

① 基本的な介護を実践するために最低限必要な知識・技術を理解できる。 

② 介護の実践については、正しい知識とアセスメント結果に基づく適切な介護技術の適用が

必要であることを理解できる。 

③ 自立の助長と重度化防止・遅延化のために、介護を必要とする人の潜在能力を引き出し、

活用・発揮させるという視点が大切であることを理解できる。 

④ 利用者ができるだけなじみのある環境で日常的な生活を送れるようにするために、利用者

一人ひとりに対する生活状況の的確な把握が必要であることを理解できる。 

⑤ 他者の生活観及び生活の営み方への共感、相手の立場に立って考えるという姿勢を持つこ

との大切さについて理解できる。 

⑥ 自立支援に資するサービスを多職種と協働して総合的、計画的に提供できる能力を身につ

けることが、自らの将来の到達目標であることを理解できる。 

⑦ 利用者本位のサービスを提供するため、チームアプローチの重要性とその一員として業務

に従事する際の役割、責務等を理解できる。 

⑧ 利用者、家族、多職種との円滑なコミュニケーションのとり方の基本を理解できる。 

⑨ 的確な記録・記述の大切さを理解できる。 

⑩ 人権擁護の視点、職業倫理の基本を理解できる。 

⑪ 介護に関する社会保障の制度、施策、サービス利用の流れについての概要を理解できる。 

（２）各科目の「到達目標・評価の基準」 

   ① 「ねらい（到達目標）」 

    「ねらい（到達目標）」は、各科目が、実務においてどのような行動ができる介護職員を養

成しようとするのかを定義したものである。 

    介護職員初任者研修修了時点でただちにできることは困難だが、事業者は、研修修了後一

定の実務後にこの水準に達する基礎を形成することを目標に、研修内容を企画する。 

② 「修了時の評価ポイント」 

「修了時の評価ポイント」とは、介護職員初任者研修において実施する受講者の習得状況

の評価において、最低限理解・習得すべき事項を定義したものである。 

事業者は受講生が修了時にこの水準に到達できていることを確認する必要がある。 

「修了時の評価ポイント」は評価内容に応じて下記のような表記となっている。 

ア 知識として知っていることを確認するもの。 

知識として知っているレベル。 

【表記】 

・「列挙できる」 → 知っているレベル 

・「概説できる」 → だいたいのところを説明できるレベル 

・「説明できる」 → 具体的に説明できるレベル 

筆記試験や口答試験により、知識を確認することが考えられる。 

イ 技術の習得を確認するもの。 

実技演習で行った程度の技術を習得しているレベル。 

【表記】 

・「～できる」「実施できる」 

教室での実技を行い確認することが考えられる。 

ウ 各科目の「内容例」 

各科目の「内容例」に示す、「指導の視点」「内容」は、各科目の内容について例示し

たものである。 
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第２ 生活援助従事者研修課程 

１ 各科目の到達目標、評価 

（１）生活援助従事者研修を通した到達目標 

① 基本的な生活援助中心型の介護を実践するために最低限必要な知識・技術を理解できる。 

② 介護の実践については、正しい知識とアセスメント結果に基づく適切な介護技術の適用が

必要であることを理解できる。 

③ 自立の助長と重度化防止・遅延化のために、介護を必要とする人の潜在能力を引き出し、

活用・発揮させるという視点が大切であることを理解できる。 

④ 利用者ができるだけなじみのある環境で日常的な生活を送れるようにするために、利用者

一人ひとりに対する生活状況の的確な把握が必要であることを理解できる。 

⑤ 他者の生活観及び生活の営み方への共感、相手の立場に立って考えるという姿勢を持つこ

との大切さについて理解できる。 

⑥ 自立支援に資するサービスを多職種と協働して総合的、計画的に提供できる能力を身につ

けることが、自らの将来の到達目標となりうることを理解できる。 

⑦ 利用者本位のサービスを提供するため、チームアプローチの重要性を理解し、その一員と

して業務に従事するという視点を持つことができる。 

⑧ 利用者、家族、多職種との円滑なコミュニケーションのとり方の基本を理解できる。 

⑨ 的確な記録・記述の大切さを理解できる。 

⑩ 人権擁護の視点、職業倫理の基本を理解できる。 

⑪ 介護に関する社会保障の制度、施策、サービス利用の流れについての概要を理解できる。 

（２）各科目の「到達目標・評価の基準」 

   ① 「ねらい（到達目標）」 

    「ねらい（到達目標）」は、各科目が、実務においてどのような行動ができる介護職員を養

成しようとするのかを定義したものである。 

    生活援助従事者研修修了時点でただちにできることは困難だが、事業者は、研修修了後一

定の実務後にこの水準に達する基礎を形成することを目標に、研修内容を企画する。 

② 「修了時の評価ポイント」 

「修了時の評価ポイント」とは、生活援助従事者研修において実施する受講者の習得状況

の評価において、最低限理解・習得すべき事項を定義したものである。 

事業者は受講生が修了時にこの水準に到達できていることを確認する必要がある。 

「修了時の評価ポイント」は評価内容に応じて下記のような表記となっている。 

ア 知識として知っていることを確認するもの。 

知識として知っているレベル。 

【表記】 

  ・「理解している」 → 概要を知っているレベル 

・「列挙できる」 → 知っているレベル 

・「概説できる」 → だいたいのところを説明できるレベル 

・「説明できる」 → 具体的に説明できるレベル 

筆記試験や口答試験により、知識を確認することが考えられる。 

イ 技術の習得を確認するもの。 

実技演習で行った程度の技術を習得しているレベル。 

【表記】 

・「～できる」「実施できる」 

教室での実技を行い確認することが考えられる。 

ウ 各科目の「内容例」 

各科目の「内容例」に示す、「指導の視点」「内容」は、各科目の内容について例示し

たものである。 
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別紙４

介護員養成研修実習先一覧 

特別養護老人ホーム等における受入機関 

＜介護保険法＞ 

・介護老人保健施設 

・介護老人福祉施設 

・介護療養型医療施設 

・認知症対応型共同生活介護の指定事業所 

・特定施設入居者生活介護の指定事業所 

・軽費老人ホーム 

（地域密着型も含む） 

＜障害者自立支援法＞ 

・療養介護施設 

・障害者支援施設 

・共同生活介護の指定事業所 

＜児童福祉法＞ 

・（福祉型・医療型）障害児入所施設 

原則として申請時点で開

所から１年以上経過した

施設等を使用する。 

訪問介護やデイサービスセンター等における受入機関  

＜介護保険法＞ 

・訪問介護の指定事業所（予防も含む） 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定事業所 

・夜間対応型訪問介護の指定事業所 

・居宅介護支援事業所 

・通所介護の指定事業所（予防も含む） 

・通所リハビリテーションの指定事業所（予防も含む） 

・訪問入浴の指定事業所（予防も含む） 

・訪問看護ステーション（予防も含む） 

・訪問リハビリテーションの指定事業所（予防も含む） 

・認知症対応型通所介護指定事業所（予防も含む） 

・小規模多機能型居宅介護事業所（予防を含む） 

・複合型サービスの指定事業所 

・地域包括支援センター 

＜障害者自立支援法＞ 

・居宅介護の指定事業所 

・重度訪問介護の指定事業所 

・行動援護の指定事業所 

・同行援護の指定事業所 

・生活介護の指定事業所 

＜児童福祉法＞ 

・児童発達支援及び放課後等デイサービスの指定事業所 

原則として申請時点で開

所から６か月以上経過し

た施設等を使用する。 
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別紙５－１ 

介護員養成研修課程における通信学習の取扱い 

１ 事業者 

通信による研修事業を行う事業者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 

(１) 県内に、研修事業の拠点となる設備と研修を適正に運営する能力を有した人員が常駐す

る事業所があり、研修事業を統括すること。 

(２) 複数の都道府県にわたって一体的に通信による研修事業を実施する場合には、県内に、

本部、本校等主たる事業所があり、研修事業を統括すること。 

２ 通信時間数 

(１) 通信時間の上限は、「通信形式で実施できる科目ごとの上限時間と各科目の総時間」（別

紙５－２）のとおりとする。 

 (２) 通信学習以外の時間数については、通学学習で行うこと。 

(３) 通信学習と通学学習両方をもって、各科目ごとに定める「修了時の評価ポイント」すべ

てを習得できるようカリキュラムを組むこと。 

 （４） 通信における研修科目の細目と研修時間数（通信相当分と通学）を「研修カリキュラ

ム一覧表」（参考様式３－２）により明らかにすること。 

３ 添削指導等 

添削指導の方法は、次の要件を満たさなければならない。 

(１) 使用テキストによる自宅学習の効果を確認するために、添削課題を課し、答案を科目ご

とに設定された期限までに提出させる。 

(２) 添削指導の課題は、カリキュラムの内容（別紙３において各科目ごとに定める「修了時

の評価ポイント」参照。）を習得できるものであり、かつ科目ごとに課題を設定し、選択

式による問題と記述式による問題を複数取り入れること。 

(３) 添削による指導回数は複数回設け、それぞれに提出期限を設定すること。 

(４) 受講者が自宅学習中に生じた質問内容に対しては、郵便、ＦＡＸ、電話等の方法で添削

担当講師が指導にあたること。 

(５) 提出された課題については、各科目ごとに決められた添削担当講師が、適切な添削指導

を行うこと。また、課題の回答については、正解の送付のみにとどまらず、解説等を加え

ることにより、理解の促進を図ること。 

(６) 添削指導の認定基準（評価方法）をあらかじめ設定し、受講者に公表すること。また、

認定基準を満たさない受講者に対する指導については、添削課題を再提出させる、個別指

導を行う等適切に行うこと。 

(７) 受講者に対し課せられた課題をすべて提出させ、認定基準を上回るよう指導すること。 

４ 通信における修了評価 

(１) 添削は、原則として、当該科目の添削担当講師が行うこと。 

(２) 認定基準は、次のとおり理解度の高い順にＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４区分で評価し、Ｃ以上の

受講者が評価基準を満たしたものとして認定する。このことを修了評価表に記載する。 

認定基準（１００点を満点評価とする） 

Ａ＝９０点以上、Ｂ＝８０～８９点、Ｃ＝７０～７９点、Ｄ＝７０点未満 

(３) 通信学習における添削指導でした評価と通学学習における試験等でした評価をまとめ

て、科目全体の評価をすること。 
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５ 実習 

(１) 施設等での実習は、原則として受講者が課せられた添削課題をすべて提出し、認定基準

を満たしたと認定を受けた後に実施するものとする。 

(２) 実習を行う施設等は、すべて事業者の責任で確保し、受講者の実習受入れが円滑に行わ

れるよう十分な調整を行うものとする。 

６ 研修修了の認定方法 

添削指導について課せられた全添削課題を提出し認定基準を満たした者で、通学学習及び実習

について全課程を修了し、なおかつ効果測定基準に達した者を修了者として認定するものとす

る。 

７ 研修内容、日程等の資料作成 

  事業者は、次に掲げる通信の方法による研修の内容、日程等を明らかにするための資料を作

成し、申請時に提出すること。 

 （１）各科目の添削課題、解答及び解説 

（２）研修カリキュラム一覧表（参考様式３－２） 

（３）通信分日程表（任意様式） 

（４）通学分日程表（参考様式２） 
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別紙５－２ 

通信形式で実施できる科目ごとの上限時間と各科目の総時間 

１ 介護職員初任者研修課程 

科   目 通信形式で実

施できる上限

時間 

総時間 

① 職務の理解 ０時間 ３０時間

② 介護における尊厳の保持・自立支援 ７．５時間 ３０時間

③ 介護の基本 ３時間 ３０時間

④ 介護・福祉サービスの理解と医療の連携 ７．５時間 ３０時間

⑤ 介護におけるコミュニケーション技術 ３時間 ９０時間

⑥ 老化の理解 ３時間 ３０時間

⑦ 認知症の理解 ３時間 ３０時間

⑧ 障害の理解 １．５時間 ３０時間

⑨ こころとからだのしくみと生活支援 １２時間 ３０時間

⑩ 振り返り ０時間 ３０時間

合  計 ４０．５時間 １３０時間

２ 生活援助従事者研修課程 

科   目 通信形式で実

施できる上限

時間 

総時間 

① 職務の理解 ０時間 ２時間

② 介護における尊厳の保持・自立支援 ３時間 ６時間

③ 介護の基本 ２．５時間 ４時間

④ 介護・福祉サービスの理解と医療の連携 ２時間 ３時間

⑤ 介護におけるコミュニケーション技術 ３時間 ６時間

⑥ 老化と認知症の理解 ５時間 ９時間

⑦ 障害の理解 １時間 ３時間

⑧ こころとからだのしくみと生活支援 １２．５時間 ２４時間

⑨ 振り返り ０時間 ２時間

合  計 ２９時間 ５９時間
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別紙６ 研修機関が公表すべき情報の内訳

研修機関情報 法人情報☆ ●　法人格・法人名称・住所等
●　代表者名、研修事業担当理事・取締役名
△　理事等の構成、組織、職員数等
△　教育事業を実施している場合・事業概要
△　研究活動を実施している場合・概要
△　介護保険事業を実施している場合・事業概要
△　その他の事業概要
△　法人財務情報

研修機関情報☆ ●　事業所名称・住所等
●　理念
●　学則
●　研修施設、設備
△　沿革
△　事業所の組織、職員数等
△　併設して介護保険事業を実施している場合・事業概要☆
△　財務セグメント情報

研修事業情報 研修の概要 ●　対象
●　研修のスケジュール(期間、日程、時間数）
●　定員（集合研修、実習）と指導者数
●　研修受講までの流れ（募集、申し込み）
●　費用
●　留意事項、特徴、受講者へのメッセージ等

課程責任者 ●　課程編成責任者名
△　課程編成責任者の略歴、資格

研修カリキュラム●　科目別シラバス
●　科目別担当教官名
●　科目別特徴
　　　演習の場合は、実技内容・備品、指導体制

(通信) ●　科目別通信・事前・事後学習とする内容及び時間
●　通信課程の教材・指導体制・指導方法・課題

修了評価 ●　修了評価の方法、評価者、再履修等の基準
実習施設 ●　協力実習機関の名称・住所等☆
（実習を行う場合） ●　協力実習機関の介護保険事業の概要☆

●　協力実習機関の実習担当者名
●　実習プログラム内容、プログラムの特色
●　実習中の指導体制・内容（振り返り、実習指導等）
△　実習担当者の略歴、資格、メッセージ等
●　協力実習機関における延べ実習数

講師情報 ●　名前
●　略歴、現職、資格
△　受講者向けメッセージ等
△　受講者満足度調査の結果等

実績情報 ●　過去の研修実施回数（年度ごと）
●　過去の研修延べ参加人数(年度ごと）
△　卒業率・再履修率
△　卒後の就業状況（就職率/就業分野）
△　卒後の相談・支援

連絡先等 ●　申し込み・資料請求先
●　法人の苦情対応者名・役職・連絡先

●　事業所の苦情担当者名・役職・連絡先

質を向上させるための取り組み △　自己評価活動、相互評価活動

△　研修活動、研究活動
△　研修生満足度調査情報（アンケート、研修生の声など）
△　事業所満足度調査情報（アンケート、事業所の声など）

●：必須 △：可能な限り公表
☆：他のページにリンクで対応可
※　インターネット上のホームページにより情報を公開する。
※　サーバーは、法人ごと事業所ごとに自ら確保する。
※　県は、研修機関のアドレスについて、受講生がアクセスしやすい方法で公表する。
※　基本ストラクチャは変更しない。

△　実習の質の向上のための取り組み、研修機関と実習機関
　　との連携
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別紙７ 

介護員養成研修の修了評価の取扱い 

研修の修了評価については、研修修了者の質の確保を図る観点から、下記によるものとする。 

第１ 介護職員初任者研修課程 

１ 各科目の修了評価 

(１) 各科目の修了時には、別紙３－１において科目別に定める「修了時の評価ポイント」に

沿って、各受講者の知識・技術等の習得度を評価する。なお、科目の細目ごとに評価し、

その評価をまとめて科目全体の評価をしてもかまわない。 

(２) 修了評価は、筆記試験、口頭試験、実技試験、レポート等、各事業者が適切と判断する

方法を定め、これにより行うものとする。ただし、レポート提出やビデオ等の視聴のみの

評価は認めない。 

(３) 修了時の評価ポイントに示す知識・技術等の習得が十分でない場合には、必要に応じて

補講を行い、基準に到達するまで再評価を行うようにする。 

２ 研修課程の修了評価 

（１）事業者は、修了評価として１３０時間の研修の外に１時間程度の筆記試験を実施しなけれ

ばならない。 

（２）受講生が修了評価のための筆記試験の正答率が７割を超えない場合、事業者は必要に応じ

て補講等を行い、再度筆記試験を実施し、受講生の理解を確認する。 

（３）修了評価については、研修を通した到達目標と科目・カリキュラムごとに別紙３－１に掲

げてある「修了時の評価ポイント」に基づき実施する。 

３ 評価者及び認定基準 

(１) 評価は、原則として、当該科目の担当講師が行うこと。 

(２) 認定基準は、次のとおり理解度の高い順にＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４区分で評価し、Ｃ以上の

受講者が評価基準を満たしたものとして認定する。 

認定基準（１００点を満点評価とする） 

Ａ＝９０点以上、Ｂ＝８０～８９点、Ｃ＝７０～７９点、Ｄ＝７０点未満 

４ 修了評価表 

(１) 事業者は、修了評価表（参考様式４）を作成し、受講者に交付するものとする。 

(２) 補講を行わない場合、受講者が他の事業者での履修を希望した場合等の、修了認定をし

ない場合については、修了評価表のほかに履修科目表（参考様式５）を交付し、受講者が

他の事業者の行う研修を履修できるよう留意する。 

(３) (２)の場合、修了証明書番号欄は空欄とし、修了年月日欄には研修最終日を記載するこ

と。 

第２ 生活援助従事者研修課程 

１ 各科目の修了評価 

(１) 各科目の修了時には、別紙３－２において科目別に定める「修了時の評価ポイント」に

沿って、各受講者の知識・技術等の習得度を評価する。なお、科目の細目ごとに評価し、

その評価をまとめて科目全体の評価をしてもかまわない。 

(２) 修了評価は、筆記試験、口頭試験、実技試験、レポート等、各事業者が適切と判断する

方法を定め、これにより行うものとする。ただし、レポート提出やビデオ等の視聴のみの

評価は認めない。 

(３) 修了時の評価ポイントに示す知識・技術等の習得が十分でない場合には、必要に応じて
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補講を行い、基準に到達するまで再評価を行うようにする。 

２ 研修課程の修了評価 

（１）事業者は、修了評価として５９時間の研修の外に３０分程度の筆記試験を実施しなければ

ならない。 

（２）受講生が修了評価のための筆記試験の正答率が７割を超えない場合、事業者は必要に応じ

て補講等を行い、再度筆記試験を実施し、受講生の理解を確認する。 

（３）修了評価については、研修を通した到達目標と科目・カリキュラムごとに別紙３－２に掲

げてある「修了時の評価ポイント」に基づき実施する。 

３ 評価者及び認定基準 

(１) 評価は、原則として、当該科目の担当講師が行うこと。 

(２) 認定基準は、次のとおり理解度の高い順にＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４区分で評価し、Ｃ以上の

受講者が評価基準を満たしたものとして認定する。 

認定基準（１００点を満点評価とする） 

Ａ＝９０点以上、Ｂ＝８０～８９点、Ｃ＝７０～７９点、Ｄ＝７０点未満 

４ 修了評価表 

(１) 事業者は、修了評価表（参考様式４）を作成し、受講者に交付するものとする。 

(２) 補講を行わない場合、受講者が他の事業者での履修を希望した場合等の、修了認定をし

ない場合については、修了評価表のほかに履修科目表（参考様式５）を交付し、受講者が

他の事業者の行う研修を履修できるよう留意する。 

(３) (２)の場合、修了証明書番号欄は空欄とし、修了年月日欄には研修最終日を記載すること。 
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